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 企業は「人」です。 
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「でらいとニュース」を 
リニューアルしました。 
 

2006年４月発行の第１号より４

年間、隔月発行を重ねて参りま

した「でらいとニュース」の紙面

をこのたび刷新いたしました。 

今年２月は、リニューアル準備

のため休刊させて頂き、ご愛読

頂いております読者の方々には

ご迷惑をおかけしたことを、お詫

び申し上げます。 

今後ともご愛読の程よろしくお願

い申し上げます。 

管理職の人事労務管理力とは 
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弊社では人事・労務・人材

育成等に関するセミナー・

研修の企画・実施も行って

おります。 
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今号から3回にわたり、管理職の“人事労務管理

力”についてご紹介します。 

企業にとって「人材は最も重要な経営資源」で

あることは言うまでもありません。 

- では、誰がその管理を担うべきか？ - 

社員が少人数であれば、“経営者”が担います

が、社員が20人から30人程度以上になると、人事

労務管理に関する実務は、経営者に代わって職場

を預かる“管理職”が実践することになります。 

 

1. 弊社の考える“人事労務管理力”の定義 

弊社では、“人事労務管理力”を次のように定義

しています。 

 

人事労務管理に関する知識と実践をもって、 

部下との信頼関係を築き、 

個人と組織の成長に貢献する力 

 

その内容は、管理職が部下との対話などを通じ

て、人事労務のリスクを予防すると同時に、部下の

成長支援を通じ、組織の発展（結果としての業績

向上を含む）に貢献するというものです。 

 

2. 今、企業の人事労務管理力は危機的状況!? 

現在日本では、労使間におけるトラブルが絶え

ず、経営者と社員の信頼関係や仲間同士の連帯

感が失われつつあります。 

また、うつ状態に陥る人はますます増加し、自殺

者は年間３万人以上になっています。 

私は、管理職がこの

人事労務管理力を職

場で発揮することがで

きれば、会社を根本

から元気にすることができると確信しています。 

 

3. 人事労務管理力養成によって競争に勝ち抜く! 

これからの時代、企業が生き残りをかけて継続

的によい製品・サービスを顧客に提供していくた

めには、Ｍ＆Ａやマーケティング戦略なども大変

重要です。しかし実は、人事労務管理力養成の取

組みこそが、中長期的な企業の競争力そのものに

大きく影響してくるものと考えます。 

 

経営者は管理職の人事労務管理力を養成する

取組みを、早期に行なう必要があります。 

その取組みは、すぐには成果となって表れては

きませんが、３から５年のスパンで粘り強く取り組ん

でいくべきものと考えます。 

 

努力は必ず報われます。人事労務管理力の養

成に取り組んだ経営者は、厳しい企業間競争に

自ずと勝ち抜くことができます。また、社員の成長

と元気な会社作りを通じて、地域社会に愛され尊

敬される会社を構築することができます。 

 

次回は、“人事労務管理力”を構成する「知識」

の要素（具体的な項目）をご紹介します。 

代表取締役 近藤圭伸 
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最近実施したセミナー・研修 

× セミナー趣旨 

平成２２年４月より施行される労働基準法の一部改正など、労働時間の管理や時間外労働に対しての

考え方が変化してきており、法改正内容の把握、システム的な対応などが必要となってきました。 

本セミナーでは、労働時間管理と労務リスク対策の重要性について、労働基準監督署の重点指導事項

の内容を踏まえてご紹介しました。 

× 開催日時  ２０１０ 年３月１７日（水） 〔終了〕 

× 会 場  株式会社オービックビジネスコンサルタント名古屋支店 

× 主 催  日本電子計算株式会社 

× 共 催  株式会社オービックビジネスコンサルタント、京葉システム株式会社 

× 講 師  代表取締役 近藤圭伸 

>>> 上記のセミナーレジュメを無料進呈中！ご希望の方は、E-mail： info@delight-c.com まで <<< 

 

今後実施するセミナー・研修 

× セミナー趣旨 

社会保険事務担当になって日の浅い方、これから

担当に就く方のための入門コースです。 

会社で行なう社会保険の実務は実に幅広く、ミスや

モレがあってはならない重要な業務ですが、本セミ

ナーでは、初心者の方でも自信を持って手続が行なえ

るよう、社会保険制度の概要や主な実務知識など、

担当者としてまずこれだけはおさえていただきたいポイ

ントを、わかりやすくご指導します。 

正確な知識を持って、迅速な手続ができる“信頼さ

れる担当者”になるために、ぜひご参加ください。 

× 対象者  社会保険事務初心者（担当になって間もない方、これから担当する方） 

× 開催日時  平成22年6月8日(火)～平成22年6月9日(水)  10:00～17:00 

× 会 場  北浜フォーラム（大阪市中央区北浜 １－８－16  大阪証券取引所ビル３Ｆ） 

× 主 催  みずほ総合研究所 

× 参加費（税込） みずほセミナー非会員の法人様・個人様も参加可能です。  

   特別会員42,000円／普通会員46,200円／非会員52,500円 

× 講 師  社会保険労務士 小浜ますみ 

１． 公的保険のあらまし 

２． 社員を採用したときに必要な手続 

３． 社員が退職したときに必要な手続 

４． 社員に異動・変動があったときの手続 

５． 労働保険料の年度更新手続 

６． 社会保険の標準報酬にかかる手続 

７． 60歳定年退職時の手続、在職老齢年金、

高年齢雇用継続給付 

８． 社員が出産・育児休業をするときの手続 

９． 社員がケガ・病気をしたときの手続 

10．実務担当者に求められる姿勢と心構えなど 

時間外労働の削減・労務リスク対策の重要性（基調講演） 

× セミナー内容（２日間コース） 

しくみと実務がよくわかる 基礎から学ぶ『社会保険実務』入門 

ホームページもぜひご覧ください http://www.delight-c.com/（社長とスタッフのブログ 随時更新中！） 

デザインを大きく変更して新しくなった「でらいとニュース」、いかがでし

たか。見やすく親しみやすい紙面を目指して試行錯誤・・・ů(^_^;)
ちょっぴりシャレを利かせた？マークが入っていますよ☆皆さま気がつ

きましたか。新年度にあわせてリニューアルした「でらいとニュース」を

今後とも宜しくお願いいたします。（ス） 

Editor's note 




